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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント配線板の導通検査方法であって、少なくとも、電気的に接続された配線パター
ン網からなる検査ネットを選択するステップと、当該検査ネット中に複数の検査点を設定
するステップと、当該複数の検査点から、間に他の検査点が介在しない検査点を２点づつ
選択組み合わせて当該検査ネットを分岐ネット化するステップと、当該分岐ネットの２点
の検査点に４端子導通検査用のプローブピンを接触させて、各分岐ネットの導通検査を行
うステップと、当該導通検査により得られた各分岐ネットのネット抵抗値と予め設定した
各分岐ネットの不良判別閾値とを比較して、当該プリント配線板の合否判定を行うステッ
プとを有してなり、かつ、当該分岐ネットのネット抵抗値を、２００ｍΩ以下となるよう
に設定することを特徴とするプリント配線板の導通検査方法。
【請求項２】
　当該分岐ネットには、少なくとも１つのブラインドビアホール及び／又はスルーホール
が形成されていることを特徴とする請求項１に記載のプリント配線板の導通検査方法。
【請求項３】
　当該導通検査の前に、プリント配線板を構成する絶縁層のガラス転移点以上の温度で当
該プリント配線板を加熱処理することを特徴とする請求項１又は２に記載のプリント配線
板の導通検査方法。
【請求項４】
　当該導通検査の前に、プリント配線板をソフトエッチング処理することを特徴とする請
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求項１～３のいずれか１項に記載のプリント配線板の導通検査方法。
【請求項５】
　当該導通検査を、プリント配線板を構成する絶縁層のガラス転移点以上の温度で当該プ
リント配線板を加熱処理しながら行なうことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に
記載のプリント配線板の導通検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリント配線板の導通検査方法に関し、特に、高密度配線化が図られたプリ
ント配線板の導通検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリント配線板に形成される配線パターンの導通検査方法としては、従来は、２端子法
による検査が主流であったが、高密度配線化（例えば、ブラインドビアホール径：φ１２
５μｍ以下、配線パターン幅／配線パターン間隙：７０μｍ／７０μｍ以下）が進んだ現
在のプリント配線板においては、２端子法による導通検査では対応できなくなってきた。
【０００３】
　その理由は、２端子法による導通検査では、検査用の端子とプリント配線板のランドと
の間の接触抵抗および検査端子と検査機器とを結ぶリード線の抵抗、更にはプローブピン
の抵抗が導通検査時の抵抗値分として含まれてしまうため、これらの抵抗が無視できるよ
うな完全な断線状態を検出するというのには有効であるのだが、高密度配線化が進んだ現
在のプリント配線板の導通検査で要求される、数十～数百ｍΩオーダーの微小な抵抗値の
上昇、例えば、配線パターンの半断線（断線しかかり部）や細り・太り、ブラインドビア
ホールやスルーホールのめっきクラックやめっき膜薄、めっき異常（無電解めっき未着、
物性の変動）による微小な抵抗値の上昇については検出できないからである。
【０００４】
　そこで最近では、上記リード線やプローブピン等の抵抗の影響を受けない（即ち、微小
な抵抗値上昇の検出が可能な）４端子法による導通検査が行われるようになってきたわけ
であるが、従来のプリント配線板の導通検査は、特許文献１にも開示されているように、
電気的に接続された配線パターン網（以降これを「検査ネットＫＮ」と呼ぶことにする）
を所定数選択し、各検査ネットＫＮ毎に、決められた基準検査点と当該検査ネットＫＮ内
で接続されている各検査点との間に位置するネット（以降これを「重複ネット」と呼ぶこ
とにする）のネット抵抗値を順次測定して（例えば、図４（ａ）に示した「基準検査点ａ
と検査点ｂ間に位置する重複ネットａｂ」、「基準検査点ａと検査点ｃ間に位置する重複
ネットａｃ」など）、このネット抵抗値が予め各検査点間で設定した閾値以下であるか否
かで合否判定するという方法で行なわれていた。
　これは、重複したパターン部分を繰返し検査することで、検査確度を向上させるためで
ある。
【０００５】
　また、検査時間を短くするために、選択する検査ネットＫＮとして、なるべくネット長
（配線長）が長いものを選択するということも一般的に行なわれていた（ネット長の長い
検査ネットＫＮを選択することにより、検査ネットＫＮの数と検査点数を少なく設定でき
るため、検査時間の短縮化が図れる）。
【０００６】
　そのため、検査ネットＫＮ中の各検査点間の中に、ネット抵抗値が１０００ｍΩを超え
るような長い重複ネットが含まれていた場合に（例えば、図４（ａ）に示した「基準検査
点ａと検査点ｄ間に位置する重複ネットａｄ」、「基準検査点ａと検査点ｅ間に位置する
重複ネットａｅ」）、実際には不良品として判定されるべきものが、良品として判定され
てしまうという懸念があった。
【０００７】
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　具体的に説明すると、４端子法の導通検査で設定される不良判別閾値は、通常、プリン
ト配線板の加工バラツキ（めっき厚みや配線パターン幅などのバラツキ）を考慮して、ネ
ット抵抗値の平均値に、例えば、標準偏差の３倍の値を加えた値としている。
【０００８】
　従って、上記のようにネット抵抗値が１０００ｍΩ程度となる長い重複ネットの場合で
は、標準偏差が約４０～１００ｍΩ程度になり、また、閾値は、１０００ｍΩに対して１
１２０～１３００ｍΩとなるため、例えば、基準点（１０００ｍΩ）から２００ｍΩ程度
の微小な抵抗値上昇があったとしても、不良判別閾値を１３００ｍΩと設定した場合には
、不良品を検出できない場合が出てくるというわけである（図４（ｂ）参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００８－２８１４０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、微小な抵抗値上昇の検出能力を、非常に簡単な手段で向上させることができ
る、４端子法によるプリント配線板の導通検査方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、電気的に接続された配線パターン網からなる検査ネットを選択するステップ
と、当該検査ネット中に複数の検査点を設定するステップと、当該複数の検査点を２点づ
つ組み合わせて当該検査ネットを分岐ネット化するステップと、当該分岐ネットの２点の
検査点に４端子導通検査用のプローブピンを接触させて、各分岐ネットの抵抗値測定を行
うステップと、当該抵抗値測定により得られた各分岐ネットのネット抵抗値と予め設定し
た各分岐ネットの不良判別閾値とを比較して、当該プリント配線板の合否判定を行うステ
ップとを有してなり、かつ、当該分岐ネット化する際の２点の検査点の組み合わせを、各
分岐ネットが最小のネット抵抗値となるように組み合わせることを特徴とするプリント配
線板の導通検査方法により上記課題を解決したものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、抵抗値測定を行う検査ネットの各ネット長（分岐ネット長）を全て短
く設定できるため（即ち、不良判別閾値を低く設定できる）、検査ネットの中にネット長
の長いネットが含まれる従来の導通検査方法と比較して、半断線のような微小な抵抗値上
昇の検出能力を容易に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の４端子法による導通検査方法を説明するための概念図で、（ａ）は、検
査ネットの分岐ネット化について説明するための模式図、（ｂ）は、検査ネットを分岐ネ
ット化した場合に、微小な抵抗値上昇を検出できることを説明するための不良判別イメー
ジ図。
【図２】導通検査前にプリント配線板を加熱処理することによって、ブラインドビアホー
ルのビアホールめっきのごく僅かな剥離部を大きくし、不良品検出率を向上させることを
説明するための概略断面図で、（ａ）は、加熱処理前のビアホールめっきの剥離状態を示
す断面図、（ｂ）は、過熱処理時に絶縁層が膨張することによって、ビアホールめっきの
剥離状態が広がる状態を示す断面図、（ｃ）は、加熱処理後にビアホールめっきの剥離状
態が大きくなった状態を示す断面図。
【図３】ソフトエッチングにより、スルーホールめっきのめっき膜薄部のめっき厚をさら
に薄くして、不良品検出率を向上させることを説明するための概略断面図で、（ａ）は、
ソフトエッチング前のスルーホールめっき膜薄部を示した断面図、（ｂ）は、ソフトエッ
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チング後にめっき膜薄部がさらに薄くなった状態を示した断面図。
【図４】従来の４端子法による導通検査方法を説明するための概念図で、（ａ）は、検査
ネットの重複ネットについて説明するための模式図、（ｂ）は、重複ネットで導通検査を
行った場合に、微小な抵抗値上昇が検出できないことを説明するための不良判別イメージ
図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施の形態を、図１に示した概念図を用いて説明する。
　まず、製造されるプリント配線板の中に、図１（ａ）に示したような検査ネットＫＮを
複数選択した後、各検査ネットの中に複数の検査点Ａ～Ｅを設定し、次いで、当該検査点
Ａ～Ｅを２点づつ組み合わせることによって、当該検査ネットＫＮを分岐ネット化する。
【００１５】
　ここで、上記「分岐ネット化」とは、従来技術のように基準検査点を決めずに、単純に
２点の検査点を組み合わせることを意味するものであるのだが、ただ２点の検査点を組み
合わせるだけでは、分岐ネットのネット長が長くなる（即ち、ネット抵抗値が高くなる）
場合がでてきてしまうため（例えば、図１（ａ）でいうと「検査点ＡとＣの組み合わせ」
「検査点ＢとＤの組み合わせ」など）、２点の検査点の組み合わせとしては、分岐ネット
が最小のネット抵抗値となるように組み合わせることが、不良判別閾値を低く設定する上
で、即ち、不良品の検出能力を向上させる上で必須となる（図１(ａ)に示した「分岐ネッ
トＡＢ」「分岐ネットＢＣ」「分岐ネットＣＤ」「分岐ネットＤＥ」参照）。
【００１６】
　また、各分岐ネットのネット抵抗値設定としては、２００ｍΩ以下を目安に設定するの
が、微小な抵抗値上昇の検出能力をより向上させる上で好ましい。
【００１７】
　その理由は、ブラインドビアホールのめっき剥離や配線パターン欠損などによる抵抗値
上昇は、状態により２００ｍΩ～１０Ω程度となるため、少なくとも、ネット抵抗値を２
００ｍΩ以下に設定すれば、標準偏差が１０～３０ｍΩ（ネット抵抗値を２００ｍΩ設定
とした場合）と小さくなり、また、これに合わせて不良判別閾値も２３０～２９０ｍΩと
小さく設定できるため、抵抗値上昇が２００ｍΩと低い場合においても、不良品として漏
れなく検出することができるからである（図１（ｂ）参照）。
【００１８】
　さらに、各分岐ネットとしては、少なくとも１つのブラインドビアホールやスルーホー
ル、あるいは両者が形成されていることが、微小な抵抗値上昇の検出率を向上させる上で
好ましい。
【００１９】
　その理由は、ブラインドビアホールやスルーホールには、めっき未着不良や微細なクラ
ックなどを原因とする半断線が発生しやすく、これらが各分岐ネットに形成されていれば
、より不良品の検出率を向上できるからである。
【００２０】
　しかし、４端子法による導通検査の中で、最も厄介な不良として挙げられるのも、ブラ
インドビアホールやスルーホールに発生する不良であり、これらの中には、上記で説明し
た検査ネットを分岐ネット化する、即ち、各ネット長を短くしてネット抵抗値を低く設定
するというだけでは検出できない場合があった。
【００２１】
　例えば、ブラインドビアホール１では、図２（ａ）に示したような、元々、ビア底部ラ
ンド２とビアホールめっき３との間で、ごく僅かな剥離部５が発生しているような場合で
あり、また、スルーホール６では、図３（ａ）に示したような、スルーホールめっき７に
、めっき膜薄部８が発生しているような場合である（これらの異常部が発生する理由は、
高密度配線化が進み、穴径が非常に小さくなってきたことが原因として挙げられる）。
これらの異常部は、４端子法による導通検査だけでは不良品として検出されにくく、部品
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実装メーカーで部品を実装した後に、初めて顕在化するというものである。
【００２２】
　そこで、例えば、φ１００μｍ以下というような、穴径が非常に小さいブラインドビア
ホールやスルーホールを有するプリント配線板の場合には、導通検査を行う前に、プリン
ト配線板を当該プリント配線板を構成する絶縁層のガラス転移点以上の温度で加熱処理（
例えば「半田リフロー処理」など）することによって、ブラインドビアホール１のビア底
部ランド２とビアホールめっき３との間で発生しているごく僅かな剥離部５（図２（ａ）
参照）の剥離状態をより大きくする[絶縁層４の熱膨張により、ビアホールめっき３が引
き上げられている状態を示した図２（ｂ）と、加熱処理後に、剥離部５の状態がより大き
くなった「剥離拡張部５ａ」を示した図２（ｃ）参照]、また、導通検査前に、プリント
配線板をソフトエッチング処理（例えば、プリフラックス処理の工程内に含まれるソフト
エッチング処理など）することによって、スルーホール６内で発生しているめっき膜薄部
８の膜薄状態をより大きくする｛めっき膜薄部８がさらに薄くなった「めっき膜薄増長部
８ａ」を示した図３（ｂ）参照｝｝というステップを追加するのが、不良品の流出をより
抑制する上で好ましい（ただし、上記追加処理によって抵抗値上昇を際立たせるという手
段は、不良品検出率をより向上できるという点で有効な手段であるため、よりラフな仕様
の製品であっても、状況に応じて追加するというのが好ましい利用方法といえる）。
【００２３】
　次に、上記で組み合わされた各分岐ネットの２点の検査点に４端子導通検査用のプロー
ブピンを接触させて、各分岐ネットの抵抗値測定を行った後、当該抵抗値測定により得ら
れた各分岐ネットのネット抵抗値と、予め設定した各分岐ネットの不良判別閾値とを比較
して、当該プリント配線板の合否判定を行うというものである。
【００２４】
　本発明の注目すべき点は、抵抗値測定を行う検査ネットを分岐ネット化し、当該分岐ネ
ット化する際の２点の検査点の組み合わせを、各分岐ネットが最小のネット抵抗値となる
ように組み合わせた点にある。
【００２５】
　これにより、抵抗値測定を行うネット（本発明でいう「分岐ネット」に相当）の長さが
全て短く設定できるため（即ち、不良判別閾値を低く設定できる）、半断線のような微小
な抵抗値上昇の検出能力を容易に向上させることができる。
【００２６】
　本発明を説明するに当たって、導通検査を行う前に、プリント配線板を当該プリント配
線板を構成する絶縁層のガラス転移点以上の温度で加熱処理するのが好ましいとしたが、
当該加熱処理で一旦剥離したビア底部ランドとブラインドビアホールのビアホールめっき
が、プリント配線板が冷えることによって再接触し、導通検査をパスしてしまうという懸
念も考えられるため、可能であれば、当該加熱処理をしながら導通検査を行うのが、不良
品の流出をより確実に防止するという点で好ましいといえる。
【００２７】
　また、本発明を説明するに当たって、検査ネット中に設定する検査点の数として５点の
例を用いて説明したが、もちろん、これ以上の数を設定することも可能であり、さらに、
微小な抵抗値上昇の検出能力をより向上させるために、分岐ネットのネット抵抗値設定と
して、２００ｍΩ以下を目安に設定するのが好ましいとしたが、実際の製品仕様を検討し
た際に、最適なネット抵抗値と判断できれば、２００ｍΩ以上に設定できることはいうま
でもない。
【符号の説明】
【００２８】
１：ブラインドビアホール
２：ビア底部ランド
３：ビアホールめっき
４：絶縁層
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５：剥離部
５ａ：剥離拡張部
６：スルーホール
７：スルーホールめっき
８：めっき膜薄部
８ａ：めっき膜薄増長部
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ：検査点
ＡＢ、ＢＣ、ＣＤ、ＤＥ：分岐ネット
ａ：基準検査点
ｂ、ｃ，ｄ、ｅ：検査点
ａｂ、ａｃ、ａｄ、ａｅ：重複ネット
ＫＮ：検査ネット

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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